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１．はじめに

２１世紀を迎え，日本の地方自治体')においては「政策形成」「政策立案」「政策

決定」「政策評価」といった「政策」をキーワードとした職員研修がさかんに実施

されるようになり，政策の研修や研究の広がりは「政策ブーム」と称しても過言で

はないような状況である2)。

政策研究そのものの歴史はそれほど新しいものではなく，従来は「調査研究」等

の名称のもとに「政策研究」が行われてきた3)。これは中央政府省庁において特に

顕著であるが，都道府県やTlTII11村の場合にも同じような傾向が見られる。一方，

｢政策研究」という名称のもとに「地方自治体の政策」が研究され，論じられるよ

うになったのは比較的新しい。１９８４年10月に神奈川県自治総合センターの主催

により第一回の「自治体政策研究交流会議」が開催されたが，この時点では自治体

職員による「政策研究」はまだ一般的ではなく（一般には「調査研究｣)，だからこ
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そ自治体の政策的な自立を求めて「政策研究」という言葉が使われたという経緯が

あったようであるＩ)。

ちなみに，この第一回の「|ﾖ治体政策研究交流会議」への参力Ⅱ者は，全国各地か

ら１４０団体，３５２名であった。この数が多いか少ないかは解釈の別れるところで

あろうが，少なくともこの時点において「政策研究」というキーワードに関心を示

す地方自治体関係者はかなりの広がりを見せていたことがよくわかる。

この「自治体政策研究交流会議」の発足より遡ること６年，１９７８年には神奈１１１

県の長洲知二}jが「地方のl}$代」を提唱し，地方の自主性，自律性，個性の尊重とい

う新しい気迎を高めるのに一役買っている5)。

また，同会議から後４年，1988年には自治省が「ふるさと6114[１事業」の一環と

して「自ら考え自ら行う地域づくり」事業（いわゆる「ふるさと(ill生一億円事業｣）

を実施し，TIjlllJ村のnll意工夫による地域おこしについて一大ブームを誘発してい

る6)。

このように見てくると，長洲知事の「地方の時代」の提唱の頃から地方自治体に

おける政策的な自立への動きが徐々に強まり，「自治体政莱研究交流会議」の頃に

は「政策研究」というキーワードを核とする地方自治体職員の研修や研究が徐々に

具体化し，’二1治省の「ふるさと創生一億円事業」の頃には市''1J村による実際の「政

策研究」および「政策形成」が実行されているという状況が浮かびあがってくる。

そして’995年，地方分ＩｉｌｉＩＩＩｉ進法が制定され，地方に1治体の|=|王性，自律性を高

める改革の動きは'五|家的な課題として本格化し，２０００年４)]にはいわゆる地方分

権推進一括法7)が施行されて，地方自治体の自主性，自律性を高める地方分権改革

は実行に移された。

地方分権推進一括法のねらいは，国と地方自治体との役割分担の|ﾘ]確化を図り，

地方自治体は地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担い，国は，

国際社会における国家としての存立にかかわる仕事，全国的に統一して定めること

が望ましい仕事および全国的な規模や視点で行わなければならない仕事を担うよう

に分化させようとするところにある。これが具体化すれば，地方自治体の自律性は

高まり，その当然の帰結として，自治体が独自の政策を研究し，実施していくこと

は多くなる。国の関係法律が制定され，あるいは改正されれば，これまで常に地方

自治体はそれへの対応に追われてきたが，地方分権推進一括法のIlill定の場合も全く

同様であり，それに対応して自らの自立性，自律性を高めるべく「政策研究」その

他の努力が地方自治体において行われている。
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地方自治体の「政策ブーム」と今後の「政策研究」の郷題

以-ｔのような流れを経て地方|≧|治体における政策の研修や研究は大きな広がりを

見せ，「政策ブーム」と言ってよいような状況が|ＭＩＩしてきたわけであるが，本稿

においては，もう少し視野を広げ，地方自治の歴史の流れの｢|]でそれがどのように

評(il1iされるか，そして地方'二1治休の今後の「政策研究」にはどのようなことが求め

られるかなどについて考えてみたい。

アプローチの仕方としては，まず第一に，地力'二1袷の行政としてのⅢ'|面に着'二Ｉし，

｢政策」が地方|≦1治行政の枠組みの[|]でどのように位世づけられるかを考察し，第

二に，｜]治行政をMi成する「政策」以外の要素すなわち「(lilI度」「組織」等との比

較において「政策」がどのように扱われてきたかを，lMi史的に考察してみたい。そ

して第三に，まとめとして，今後の地方自治体の「政策研究」にどのようなことが

求められているのかを考察することとする。

2．’二|治行政の枠組みの'１１における「政策」

２－１行政の四つのIllliili

国の場合は，意法に定める三樅分立という基本的な枠；Ⅱみに基づき，国会が定め

る法律に規律されて行政が行われる。そして，行政がその法律に違反した場合には，

司tk機ＩＨＩによって違法性が認定され，行政の差し｣l:めや損割高償が行われる。しか

し行政は，法律に定められたことのみを行うわけではなく，公共のW7il1lIのために必

要なことを，裁趾によって形成的・総合的に行う。それを行うのが内'８１をilI心とす

る行政機関である。

行政は，憲法や法律によって定められた基本的な枠組みに基づいて「組織」され

る。この埜本的な枠組みのことを，ここでは「制度」と正義する。「Ilill皮」は，「組

織」だけに限って定められるわけではなく，行政の「迎欝」の仕力についても定め

られる。

行政は，「(|i'I度」にﾉﾊﾞづいて「組織」を形成し，その「組織」を「迎営」して国

民に向けた仕事をする。'五|氏にＩｉ１けて行われる仕二|｢が「政策」である。行政を語る

場合に「(lill度」剛織」「iili営」「政策」の四つのIlllliIliは不可欠であり，どのひとつ

でも落とすことはできない。「(lill度」がなければ民主的チェックもできないし，秩

序も維持できない。「組織」がなければ能率的な仕旦liは不可能である。しかしその

｢組織」も，資金を使い，スタッフが働かなければ能率的な仕事には結びつかない。

つまり「迎営」が適切でなければ「組織」の意味はない。そして最後に，公共の福

祉という「政策」を実現しなければ，「制度」も剛織」も「遮営」も全てが無駄

4１



である8)。

行政は，「(|i１１度」剛織」「迦営」「政策」という四つの(ｌｌＩｉ１ｉｉを持つということがで

きるが，これらの「｛lill度」「組織」「運営」「政筑」は，民主主義の基本EI1念に熱づ

いて適切に「管理」される必要がある。その1111念は，具体的には「Ilill度」の中に|ﾘｊ

記され，あるいは「IIill度」の解釈によって導き111される。「｛lill度」を符理するのが

｢Ilill度管Ｈ１!」であり，「組織」を管IM1するのが「組織管Ｈ１!｣，「運営」を管理するのが

｢iili営管H1!」（一般的には「事務管IMU）であり，「政策」を管理するのが「政策管Ｍ

である。これらの行政に関する諸管HI1を総称して「行政管則という言葉がよく使

われる。

２－２１玉|と自治体との関係における「政策」

国の行政の場合と同様に,｜皇1治行政の場合も「制度」「組織」「運営」「政策」の

四つの'''１面は必要不可欠である｡しかし，［１本の地方自治(lill度の枠内で論じれば，

'二)治行政における「(lill度」剛織」「運営」「政莱」はいずれも国のそれによって大

きなflill約を受けている。lL1治体管1111の基本となる枠組みそのものが地方自治法その

他の組織法によって定められており，自治体の[l立のための基礎である地方税｛,i,,度

も細かく地方税法によって定められている｡そのため自治体は，地力税法の規定を

ほぼそのまま自治体ごとの税条例に定め直して「住民自治」の体裁を盤え，住民代

表がそれを定めたことにして住民に対する課税を行っている。

自治体管理の基本的な部分は，ｌＥｌ家全体の統治あるいは管理システムの一環であ

るから，国の法律で定めるのはむしろ当然であり’１]本国憲法第９２条9)もそのこ

とを|ﾘ}示している。しかし，その法律のあり方については「地方自治の本旨に基づ

いて」と条件をつけている。したがって，法il1による'二1治体管理に関する規定は住

民自治と団体自治とを保|臓する「111万自治の本旨」に蛙づくものでなければならな

いはずであるが，実態は，地方にl治体の剛織」「述営」「政策」のどれをも大きく

拘束するものであった１０)。

自治体の「政策」に限って言えば，国の政策の現場における実施機|H1（いわゆる

末端機関）として自治体が位置づけられたり，｜と1治体杣|÷|の政策であってい,,i助金

や指導によって実質的に}ｲﾘ束されるという耶態が少なくなかった。しかし反ilii，現

場における政策の実施機lHlという立場から国の政莱に彩轡を与え，それを動かすと

いうことも不可能ではなかった。それは，ロ本企業における現場からの提案が企業

の方針や大きな事業の刀向を変える原動力になるというｚＩｉ例ともよく似ている。つ
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地方1.1治体の「政策ブーム」と今後の「政莱研究」の課題

まり日本の地方自治は，「政策」の「執行者」という地位と，限られた範囲内では

あるが「政策」の「提案者」という地位を持っていたわけである川)。

国と同様に地方自治体は，住民にlfilけて「政策」を実施するという目的のために

存在する。「政策」を通じたiiiij者の関係は，(1)全くBll々に分担する「政策｣，（２）

決定過秘と執行過程とを分離して分担する「政策｣，(3)'五1の影響を受けて自治体

が決定し執行する「政策」の三櫛馴に区分することが可能である。これを地方自治

体'''１から見れば，自治体の「政筑」は，(1)国とは直接関係なく独自に企画・立案・

執行できる「政策｣，(2)国が企Ⅲi・立案したのを，国の統fli'１を受けながら|ﾖ治体

で執行する「政策｣，(3)国の統Ilillを受けながら自治体で企画・立案・執行する

｢政策」の三種類に分類することができるということになる。

しからば地方自治体における「政策」の企imi・立案・執行に関する国の統Ili1lとは

いかなるものであろうか。まず第一に考えられるのは「政策」そのものへの統制で

あり，それは上記の(2)および(3)に１１]当するものである。第二に考えられるのは，

国の「制度」に基づく地方自治体の「組織」および「迎営」への統{lillが自治体の

｢政策」の企画・立案・実施に及ぼす影響であり，これには行政指導，｜玉1hlihli助金，

出向人事による人的影響などが該当する。第三は「(|i'|度」そのものによる直接的な

規〈Iillであり，$'11か〈規定された地方|告1治Ilill度，地方公務員｛|ill度，地方税財政｛Iill度な

どがこれに該当する。これは，「政策」を企画・立案・実施するヒト，モノ，カネ，

権限等のあり方を根本的に統Ilillするものである。

地方自治体の自立性，自律性を考え，そのもとにおける「政策研究」を考える場

合，（１）「政策」そのものの内容がどれだけ自立的，自律的であるか，（２）「政策」

の企画・立案・執行のプロセス（巡川およびその組織）が実質的にいかに自立的，

自律的であるか，(3)そのプロセスの自立性，自律性がいかに「(lill度」的に保障さ

れているか，という三つの点に留意する必要がある。

ｉＩｌｌ奈lll県の長洲知事がU|こ｛えた「地方の時代」は，｜=1治体職員向けに上記の(1)，

(2)を訴え，同時に全国に対して(3)の「iIill度」改I[の必要性を訴えたものである

と解釈することができる。一方，１９８４年の「自治体政策研究交流会議」は，やや

遠慮しながらも'二1治体llMi員自らが(1)，(2)を主張したものと言えよう。１９８８年の

｢ふるさと(１１１生一億円事業」は，IK1から|≦1治体職員lrjlけに(1)と(2)の重要性を訴え，

そのための財源手当を行ったものであろう。そして２０００年の地方分権推進一括法

の施行は，(3)の「制度」的保障を一歩前進させたものだと言ってよかろう。
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3．自治体の「政策ブーム」到来への過程

３－１戦後の「制度」の時代

日本の現在の地方自治制度の原形となった地方制度は，明治政府による近代的統

治構造の形成過程において形成された。地方(ｌｉｌｌ度は国家システムの重要な要素であ

り，国際関係において国家システムが構築される際に，その－部として整合性を持

つように構築される。明治政府は，周辺諸国が植民地化されるという国際的脅威の

中で独立を全うすくく，「富国強兵｣，そのための「殖産興業｣，そしてそのための

｢文明開化」による西洋型の近代化を国づくりの方針とし，それを効率的に行うべ

く強力な['１央集権体(|i'1を確立した。地方lill体'2)は，その中央集I権体｛|i'|のピラミッ

ド型構造における中間段階（府県）と末端M1織（市町村）として位置づけられた'3)。

このI1j央集権体制のもとに「富|玉1強兵」は実現されていったが，このままで第二

次世界大戦を乗り越えることはできず，敗戦により国家システムそのものが大きく

変えられることになり，その一環として地方自治制度も大きく改革されることにな

った。その基本には民主主義がすえられ，民主主義の原'１']に基づく新しい地方自治

flill度が日本国憲法（第８章）にも規定され，それを具体化するために地方自治の

基本法である地方自治法が制定された。地方自治の「組織」「運営」に関するその

他の法律も次々にflill定されⅡ)，アメリカ合衆国の地方IIill度の影響を大きく受けた新

しい「制度」が確立されるに到った。

この時〃|から１９７３年の石油危機の頃までの期間は，戦後の経済復興，奇跡的な

経済成長の時代であると同時に，地方自治のimでは，新しい地方自治「制度」が定

着していった時代でもある。経済復興やその後の経済成長も国家主導で進められた

が，地方自治「制度」の定着もまたI:|]央政府主導で進められたのがこの時代の特徴

である。新しい「制度」は国がつくったわけであるから，国の公務員の指導・助言

のもとに自治体職員が自らの「組織」をつくり，自らの「迎営」を行ったのは，む

しろ当然のことであった。

1953年に新設された自治体幹部養成のための政府の研修機関である自治大学校

には，地方自治制度や地方公務員IliIl度，地方税財政制度などの「(Iill度」を学ぶため

に，全国の都道府県や市ＩＩＪ村から自治体のエリートたちが多数集った。それから約

５０年経た現在では，自治体に就職して間もない２０代の初任者たちが学ぶ諸「制

度」を，当時は中堅以上の幹部候lili生たちが全国から集って学んだところにこの時

代の特徴がある。
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地方自治体の「政筑ブーム」と今後の「政策研究」の狐Ｍｎ

「政策」の企画・立案・執行のiIIiでは，国が企m1i・立案し，執行だけを自治体が

行うパターンのものが多く，｜=l治体ＩｌＭｌ員は，国の「(|i１１度」をよく勉強し，’五1の補助

制度や通達の線に沿って，いかに忠実に手堅く「事業」を実施していくかが'１１１われ

る時代であった。そしてその「政策」の内容については，普及率何パーセントとい

う横並びの比較による全国画一的な行政サービス水iIGのlhl上策が中心であった。地

域の独'二l性よりも画一化，脱ﾄﾊﾞの統一によるコスト1111減，普及率の向上が砿要な時

代であった。

しかし，この時代の末期すなわち石油危機の少しiiiiには，公害問題が大きなｌＥ１家

問題となり，全国に革新'二1治体が誕生した。上記の|正|の「IliⅡ度」に忠実な模範的[１

治体が多い中において，革新|:1治体では国の「政策」とは異なる独自の「政策」を

企画・立案・執行する例が次々と１１１現した。自治体独にＩの「政策」であるから，

｢調査研究」という名目はともかく，そこでは実質的な「政策研究」が行われてい

たことは想像に難くない。公害'''１題という国の産業政簸の副作用が極めて「地域社

会」に密着して出現したため，関係する自治体は，国に紬らず，あるいは'五|に対抗

して独自の「政策」でそれを解決しなければならなかった。

しかし，革新自治体による独|=|の「政策」は，当'1＄の経済発展に伴う自治体財政

の豊かさと表裏一体の関係にあり，当時の極めて限られた特殊な環境条件の産物で

もあった。そのため，石Ii1lI危機を契機に経済が低成長の時代に突入すると，］,Y新首

長の多くは，放漫財政の責任を||Ⅱわれて退陣していった。それに代って，厳しい財

政状況のもとで新たに登場してきたのが，官僚'１１身の手堅い首長や企業'１１身の経営

手腕のある首長たちであった'6)。

３－２石h'1危機後の「管Ｈ１!」の時代

石１１１１危機は，日本の企業経営について大きな転機となっているばかりでなく，自

治体管HI1についても大きな転機となっている。低成長経済時代に移行し，’２１治体財

政の(''１びがあまり期待できなくなったため，行政体あるいは経営体としてのlL1治体

の効斗〈的な答理が重要になってきた。革新首長がilIiえて官僚出身や企業１１}身の首長

が多く誕生した背景がそこにある。

石１１'1危機を$Zi機とする変化の節一は，地方自治体の効率的な「管理」が敢視され

るようになったことである。そして第二は，高度経済成長時代への反省から「心の

豊かさ」が追求されるようになり，自治体の「政策」内容に変化が生じたことであ

る。第三は，日本が本格的なハイテク化の時代に突入し，［'１の価値が急上昇して国
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際関係が大きく変化し，地方自治体といえども地球規模の諸問題に対応し，大きな

方向娠換の中で「政策」を考えていかなければならなくなったことである。一方で

は「地方の時代」（ローカル化）が唱えられ，他方ではグローバル化に対応してい

かなければならなくなった。そしてこの状況変化は，地方分権等の国家システムの

転換，そしてそれへの地方自治体の新たな対応という次の時代へとつながっている。

石iMz機後の「管111」の時代は，１９９０年代iiii半のバブル経済のⅡ|域の頃までの

)|）llll1だと考えるのが適当であろう。しかし－１iiiでは，バブル経済ＩＤＩ壊後も自治体財

政は苦しく，「管理」の孟要性は依然として続いている。とはいえ，バブル経済l1Iil

壊後の日本においては，それまでとは異なる大きな転換，大きな櫛造改革が待ち構

えている。したがって，ここではバブル崩域の時点を一応の分岐点とすることとす

る。

1973ｲ|;の石油危機に直iIiiし，日本経済は一半に失速してしまい’地方自治体は，

国と|司様に財政危機に直iIiiした。エネルギーilIjiおよび人件費のコスト高に対応する

ために，民''１１企業はIilIのにじむような合理化の努力を払った。おまけにこの'１＃j0lは

為替レートの自由化により|]]高が進んだ時)０１でもあったから，輸出依存度の高い稼

ぎ頭の日本企業は，ハイテク化によるコスト|i'|減と新製,Ｍの開発にその命運をかけ

ることとなった。

｝|ｲ政難をかかえた|Tlと地方の行政もまたそれを他入ごとと見過ごすわけにはいか

なかった。第一に当iniの１１ｲ政難を現実に乗り越えなければならず，第二に民間と比

較してその非効率を指摘する国民，住民の)ル'１１１に応えていかなければならなかった。

そのため国においては財政iV建，行政改革に本絡的に取り組むようになり，地方公

務員の給与が国家公務員より高いとの批判を受けた地力|と1治体は，｜玉１以上の合理化

に取り組まざるをえなかった。これが職員給与のIill減や界給延{ＩＩｌ，効率的な民|}'1へ

の業務委託といった諸改革に結びついていった。

この頃には，自治体職員の多くは「制度」には梢j､するようになっており，もは

や国の「↑'１度」の学習に力を入れて忠実に業務をこなすというだけでは不十分とな

っていた。基本的には「IlilI度」の枠内ではあっても，」』手に「組織」を形成し，上

手に「巡営」を行うことが要請されるようになったわけである。つまり，「(ｌｉｌｌ度」

そのものよりも，実際にそれを助かす「管1111」が自治行政のIlj心になってきたので

ある。この時代を代表するキーワードは「'41治体経営」であり，これをキーワード

とする著作や講演，研究会などが全国各地で広く見られるようになった。

一方「政策」面では，財政難を背景に事務事業の見直しが進み，「政策」の取捨
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地力l]治休の「政簸ブーム」と今後の「政策研究」の課題

選択が進んだ。例えば「心の豊かさ」を求める傾'fi1が強くなり，宮城県中新田町の

｢パッハホール」に代表されるような文化行政'6)がさかんになり，また，石油危機

のにがい経験から国際交流の重要性が認識され，姉妹都市などの国際交流が急増し

た17)。さらには，１９７７年にＯＥＣＤから出されたレポート「日本の経験一環境政

策は成功したか」において「日本の状態は，病気の主な原因が除去されたにもかか

わらず，病気が治らないようなものである｡」と指摘され，公害対策における成功

の反面，アメニティ（環境の快適性＝快適環境）の不足がクローズアップされて以

後，アメニティを重視した地域づくり，都市計画などが徐々に広がりを見せていっ

た18)。福岡県WUlll市の堀を活用した「まちづくり」や北海道小樽市の運河を保存し

た「まちづくり」などの例も，こうした－通の「政策」転換の流れを楠成している。

地域特性，個性を活用した地域独自の「政策」づくりが徐々に芽生えてきたわけで

あり，大分県の「－村一品運動」（1979年）もこの流れを促進した事例である。

1984年の第一回「自治体政策研究交流会議」は，このような地方自治体が独自の

｢政策」づくりをはじめた大きな流れを受けたものであり，その意味では，全国各

地から140団体（全団体数は約3,300)，３５２名が参加したというのは当然のこと

でもあったわけである。

しかし他方，この時点においてはまだ，最近よく言われる「政策評価」というこ

とはまだ言われていなかった。それどころか，落ち込んだ景気をなんとか浮揚させ

ようと，国債，地方債の巨額発行による公共事業や各種の建設事業が国，地方を通

じて大々的に進められている。「政策評価」をキーワードに取り入れた「政策ブー

ム」の到来は，結局，バブル経済のIil域まで待たなければならなかった。

さてそこで，第三番目のバブル経済の発生とその崩壊，その後の大きな転換にま

で到る道程の準備期間としてのこの１１柳]の問題である。石7111危機を乗り切るために

傾注した企業の努力，ハイテク化への構造転換は，徐々に効果を発揮した。その結

果，石油危機以前と比べて円の為替レートは高かったにもかかわらず貿易黒字はlllN

調に伸び，１９８２年に１８１億ドル，８３年に３１５億ドル，８４年に４４３億ドル’８５

年に５６０億ドル，そしてやがて’千億ドルを超えるに到った。そして円高の中で

生き抜くために海外に進１１Ｉする企業が急増した。また，円高で労働単llliが高くなっ

た日本で稼ごうとする外|玉１人も急増し，日本は世界の経済大国としての地位を確実

なものにした。ここにおいて日本は，かって経験したことのない「先進国」「経済

大匡|」としての新しい「医|際化」の時代を迎えるに到った'9)。

地方自治体は，ハイテク化して海岸近くを嫌い内陸化していく企業，国際競争の
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ために海外立地を進める企業を相手に苦しい誘致活動を進め，円高で国際競争力を

失い輸入圧力を強く受ける農業の振興にむなしい努力を頭ねるようになってきた。

一万国レベルにおいては，貿易黒字とそれに伴う円高をくいとめるべく輸入拡大策

を進め，低金利による内需拡大策に力を入れるようになった。そしてこれがその後

のバブル経済につながり，バブルＭｉｌ壊による経済危機の発生，大規模な構造転換の

必要性へと発展していったわけである。

バブル経済を誘発した内需拡大策も構造転換への第一歩であったと筆者は考える

が，この頃から次の時代への助走は始まっていた。その代表的なものが第三次臨時

行政改革推進審議会（いわゆる第三次行革審）の討議であり，その報告書であった

と考えられる20)。

ところで，バブル経済の時期は，地方自治体にとっては「政策」の時期でもあっ

た。というのは，石汕危機後の「心の豊かさ」を求める風潮は，大都市住民にとっ

ては「文化志向」のほかに「自然志向」「田舎志|可」をも意味し，地方において都

会人の喜ぶ「リゾート」を整備し，都会人がそこに行って金を落とすという都市・

農山漁村交流による双方の満足が実現しそうに見えたからである。１９８７年にHill定

された総合保養地域整備法（いわゆるリゾート法）は，まさにそのような風潮に乗

って地域振興を図ろうとしたものであり，地方の自治体にとっては「政策」の腕の

見せどころでもあった。そしてそれを極端なまでに促進したのがバブル経済であっ

た。それにもうひとつ，「ふるさとｈ'１生一億''1事業」（1988年）もまた，バブル経

済がもたらした国の税収増の一部を充当することによって行われた自治体「政策」

の推奨事業であったのである２１)。これらの一連の流れが地方自治体の政策的発想を

促進することにつながったことは容易に想像できることである。

３－３地方分権と「政策」の時代

第三次行革審は１９９０年１０月，バブル経済の最中に発足し，「国は豊かだが国民

は豊かでない」と内外から批)'111されるような日本の問題状況を改革し，経済大国に

ふさわしい新しいシステムを確立すべ〈討議を重ねた。９３年の最終答申までの間

には，湾岸戦争の解決のために日本が巨額の資金を提供することになったり，国内

ではバブル経済によりごく普通の住宅の取得が困難になるなど，国際的にも国内的

にも大きな問題が次々と出現した。

そのような状況のＩＩＪで出した答I|'のベースとなった「国際化対応」と「国民生活

重視」の行政改革は，一見当り前のように見えるが，実は非常に大きな日本の柵造
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地力I]治体の「政簸ブーム」と今後の「政莱研究」の課Ｍｎ

転換を求めたものであった。というのは，明治以来欧米を模倣して近代化を進め，

一方的な受益主義で進めてきた受け入れ型の国際化から，方向が全く逆の「貢献型」

｢協力剛」の国際化への転換を求めており，またこれまで，国民個人の豊かさや幸

せにﾊﾐ点を合わせた経済発展ではなく，国富（国民全体の所得）の向上，産業全体

の発肢に熊点を合わせた国づくりを進めてきた政府が，その目標はすでに達成され

たとし，今度は国民生活を重視した国づくりへと大きく転換することを求めている

からである。これらは，従来の|玉1家の基本的な「政莱」の枠組みを大きく方向転換

するものであった。明治以来の「蹴国強兵｣，そのための「殖産興業｣，そのための

｢文|ﾘ|開化」という国づくりのﾉﾊ本的な政策体系から脱/illし，今度は国民生hIiを承

視し，「l正|民の幸せ｣，そのための「岨Ii1l緩和と地力分樅｣，そしてそのための「行

政改革」という基本的な政策体系を碓立しようという大きな方向転換の流れが第三

次行211[瀞の答申から読みとることができる。侭illiに言えば，ｌﾘ]治以来の「国家主義」

のシステムをやめて，方向の述う「国民主義」のシステムを確立しようというので

ある。

このような大きな方向転換が徐々にではあるが実現の方向に動いているというこ

とは，宮沢内閣が「生活大国五か年計画」を唱え，その後の細川内閣が「規Ilill綾ｆｌ１

と地方分権｣，そして橋木内'1Mが「行政改革」を111｜えてきたことを思いⅡ}せば納得

できるはずである。これらの内lMlはいずれも基盤政党の組合せを異にしており，だ

からこそ筆者は，現象として[1前に現われる政治よりもそれを支持する国民の賀1ﾘ］

さ，一貫した国づくりの方向への思いをそこに感じるのである。国民が「国民主義」

に'二1覚め，実際に行動している馴ﾀﾞllはすでに出現しており，それを示すものが最近

増えている住民投票による直接的な意思表示や市民オンプズマン活動への支持とい

ったものであると考えられる。

第三次行革審が「地方分;樅」を大きな柱に掲げたことの意義は大きい。というの

は，戦後ずっと，「地方分権」を三1三振してきたのは地力'二}治の直接的な関係者たち

に限られており22)，「地方分権」がIF1全体の大きな課題として取りあげられること

はなかったからである。それが今度は，国全体の課題に昇格したわけである。「地

方分椛」は国家システムそのものの改革であるから，国全体の大きな課題にならな

い限り実現しない。

第三次行革審の答111をベースとして，「地方分椛」は実現の方向に動き出した。

1993年６月に衆参両院における「地方分権のｌｌＩｉ進に|Ｈ１する決議｣，９４年１２月に

閣議による「地方分権の推進に関する大綱方針」の決定，９５年７月に「地方分椛
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ｌｌＩｉ進法」の施行および「地方分樅ｌｌＩｉ進委員会」の発足，９６年３月に同委員会の|:Ｉｊ

ｌ１ｌｌ報告と続いたわけである。９６{li３月の地力分椛推進委員会の１１]Ｉ１Ｕ報告は，地方

分権推進の背景・El1lllを次のようにまとめている（以下，その要約)。

（１）’'１央染縦型行政システムの(lill度疲労

１ﾘl治)０１以来の''１火集権型行政システムは，後発|正1であったわが国の急速な近代化と経

済発展に寄与し，jKjilUllllのうちに先進諸国の水Ｗｌに追いつくことに大きく貢献したが，

国民国家の統一･のために地域'し|:会の〔}治をIIjlI約し，国民経済の発展のために地域経済の

存立１A樅をⅡ１１りＩｊｉｌし，過度の''１ﾘＵＩ１１ｌ１をもたらし，地域的な多様性を綴祝し，側Ｉｌｌｉある

生活文化を衰微させてきた。それは今や{１$代遮れとなった。

（２）変動する国際社会へのXl応

国が担うべき国際調整課題があらゆる行政分蜥こわたって激l的している。だから地域

のことは地方|:|治休にまかせる地方分権を'''1地し，国は身軽になってそれへの対応能ノノ

を高めるべきである。

（３）来京一種ｊｌｉＩｌ１の是Ili

東京圏における超過密の弊１１fは(1;氏の生hIi斑境のあらゆる(||ﾘmに及んでいるとともに，

東京圏は地震等にIＩＩＥ弱になっており，他方，地力|圏1は過疎化が進み，地域社会の活ﾉﾉが

低下している。地方分権によってこれに歯lこめをかけ，地域|(I;会のilli力を取り戻させる

必要がある。

（４）個性蝋かな地域社会の形成

全国imi-･の統一ｌｌｌｉと公平性が過度に重視され，地域社会の多様性が軽視されてきﾉこが，

もはやナショナル・ミニマムが述成されたことによってそれは時代遅れとなってしまっ

た。地方分権によって固有のＩＬＩ然・歴史・文化をもつ地域ﾈl:会をつくり，安らぎと暇か

さをI]々炎感できる真に成熟した社会に発展させる必要がある。

（５）高齢社会・少子化tI:会への対応

急辿に進む高齢化に対応していくためには，地域の公益法人，NPO，ボランティア

と地力[|治体の棚ﾉﾉが不可欠であり，身近な|とlifi体であるTIil111付の(i'１意工夫に待つとこ

ろが大きいので，この視点に立って地方分WIiを進める必要がある。

その後，第五次にわたって地方分権推進委員会の勧告が行われ，それを受けて政

I付は「地方分権ＩＩＩｉ進計画」を作成した（1998年５月)。その一連の流れとして

2000年４月にはいわゆる地方分椛惟進一括法が施行された。

今回の地方分権の内容が具体的にどのようなものであるかはここでは省略するこ

ととし，以下，地方分権との|Ｈ１係における地方|堂l治体の「政策」あるいは「政策研
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ｊⅢ万[Iifi体の「政策ブーム」と今後の「政簸研究」の課題

究」について考えることとする。

地力分I1Iiは，地方自治体のILl立Ｉｌｌｉ，｜皇l律性を高める改]１１〔である。地方分椛の進展

によって地方自治体は，その「政策」および「政策プロセス」の自立性，｜]律性を

高めることになる。地方分権は，それを「制度」iiiから保障するものである。

まず，地方分;樅により，これまでの「集権・融合型」の特色とされた国と地方自

治体の_上下・主従関係が廃｣こされ，地方自治体の仕ｴｌｉに対する国の「関与等｣23)が

減少し，’二I治体は「政策プロセス」の自由度を大きく高めた。このことは，これま

で「政策プロセス」を通じて「政策」の内容にまで影響を与えてきた中央の統Ilillが

減少したことを意味し，その分だけ自治体は「政策」内容の自律性を高めたという

ことである。結論的に言えば，地力'二1治体が自らの権限と責任で企皿i・立案・実施

する「自治事務｣2Ｉ)が増川|し，それへの国の「関与等」が減少することによって，

自治体の「政策」内容および「政莱プロセス」双方の自立性，自律性を高めること

になるわけである。

さて次に，地方自治体がその'二l立性，自律性を高めるとどうなるのか。ｌＬ１治体は

自らの責伍で地域の問題を解決すべく「政策」の企､l・立案・実施を行わなければ

ならなくなる。｜正1が企画・立案した「政策」を自制水が実施するという分野は減少

する。そこで自治体は，自らの「政策」の妥当性を，主椛者である住民との関係で

立証することが必要になる。ｌ正|の方針に妥当性の根拠を求めるのではなく，地域社

会の['１から妥当な問題発見を行い，地域社会との関係で妥当な「政策」案を立案し，

それを妥当に執行して，それへの評価を地域住民に求めなければならなくなる。こ

のような認識は，地方分権改革の進展とともに地方自治体の関係者の間に広がって

おり，それに伴い，自治体における「政策研究」のニーズは一段と高まりを見せて

いる。

地方分権が自治体の「政莱研究」のニーズを高めている状況は以上の通りである

が，自治体の「政策ブーム」をもたらしている要因はほかにもある。前に述べた

｢心の豊かさ」を求めた石hMZ機後の独|]の地域づくりの動きや「－村一【Iil,運mill」

｢ふるさとnll生一億円事業」などの地域おこしの動きもそうである。そしてさらに，

バブルliM域後の景気の低迷，｜|ｲ政雌の'|:]での自治体経営のあり方，あるいは少子・

高齢化に伴う将来人口の減少や人'二1描造の変化に対応する地域づくりのあり方を考

察する｢'１からは，これまでになかった新しい「政策」的対応へのニーズが生まれて

きている。

国も地方自治体も，かつてのような予算の(Ｉｌｌびが当然という時代は望むべくもな
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い。予算を(''１ばせば借金がl(！え，後世代の負ｌｕが地えるだけの状況に直iHiしている。

予算が|||【Ｉ調にIIlIびていたⅡ$代には，事業を拡大して予算を消化することに麺点が世

かれ，事業の効率性や施策の成果にはあまり亜点がiibYかれなかった。しかし，最近

のように財政難になり，将来への不安が高まってくると，行政のムダ使いが厳しく

批判され，その費用対効果が|H1われ，顧客ともいうべき住民の満足度（それへの成

果）が評価されるようになるのは当然のことである。総務庁の行政監察において事

業実施後数年あとになってからの成果面の評(illiが力Ⅱえられたのを皮切りに，北海道

の「'１ｷのアセスメント｣，述設省のダム建設等の公共21i業の見直し，三通県や静岡

県の「政策」見直しといった具合に，全国各地で新しい動きが進んでいる。ここに

おけるキーワードは「政策評IIli」である。

これらの「政策」見直しの動きの背景には，いわゆる団塊の世代とともに発展し

てきた日本の経済社会が，彼らの高齢化とともに終りをつげ，全体が縮小ぎみにｌＩＩｉ

移しているという実態がある。（ﾀﾞ'lえば中心市街地の衰退がそれである。かつての拡

大Ⅲ|には，地Iilliが上昇した市街地を避けて郊外に染客'11；の高い公営あるいは民営の

施設が設置され，郊外のlLl動車交通の発達が見られた。しかし，モータリゼーショ

ンを前提として商業が郊外化した現在になって，「拡大」は「縮小」に転じてしま

った。地域社会は，これまでとは逆の発想によって'''1題を解決していかなければな

らなくなった。これは，地域における「政莱」的対応としては決して小さなもので

はない。自治体による「政莱研究」のニーズはいたるところにあるわけである。

こういった諸々の問題を解決すべく，新しい手法の研究も行われている。一般に

ニュー・パブリック・マネジメント（ＮＰＭ）とよばれているが，公共施設を民営

で整附iして徐々に行政が買い取っていくＰＦＩ（PrivatcFinallcelniciative）やパ

ブリック・コメントを求めて「政策」を形成していくパブリック・インポルプメン

ト（PI）といったものがそれである。こういった研究や「政策科学」の発展もまた，

自治体の「政策ブーム」を後'１１'ししている。

4．自治体における「政策研究」の今後の課魍

４－１「内容」の研究と「プロセス」の研究

地方'２１治体が国の下部機|孔lとして国の方針に｝,L(実にｌＺ１から仕組まれた「Z|｢業」を

画一的に実施し，全国imi-的に行政サービスの水準をv|き上げてきた時代から，徐々

に「自ら考え自ら実行する」という形での「政策」的な自立，自律の力lh1に進んで

きた様子は，すでに述べた通りである。そして，地力分権改革の実現により，地力
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地力[船体の「政簸ブーム」と今後の「政策研究」の課題

自治体の「政策」的な自立，［Ｉ律の力lhlは，「Ilill度」的にも保障される方向に進ん

できた。これがまさに自治体の「政筑ブーム」の背景であり，自治体はまさにその

環境条件に適応し，「{lill度」の)０１侍に対応して「政簸」的に自立性，自律性を一屑

高めていくことが課題として求められている。

このような視点に立って今後のli1治体の「政策研究」のあり方を考えると，まず

第一に，自治体は「政策」の内容を|]立的，帥|(的に研究する必要があるし，第二

に，「政策」のプロセスを自立的，’二liil1的に研究し，そのプロセスを段階的に区分

して，それぞれの段階ごとのあり方を研究し，第三に，それを現場において実践し

ていくことが求められ，「政策研究」という点では，実践的な理論や手法の研究が

必要になる。

ｌＬ１治体の「政策」は，地域における公共的な'111題の解決あるいは公共的な理想の

実現のために設定した「目的（または'=1標)」を実現するのに必要な行為や活動の

指針を体系的に組み合わせたもので，「|]的（または'二l標)」と手段が有機的に結合

しているものだと定義するとすれば26)，自治体の「政策」のあり方については，ま

ず最初に，設定した「'一Ｉ的（または'二|標)」が適切なものであるかどうか，次にそ

の「|=Ｉ的（または目標)」と「手段」との組み合わせ方が適切であるかどうか，そ

して，その「手段」は適時適切に決定され，実施されるのかどうか，そして最後に，

｢手段」の実施によって実際に''１１題は解決され，ＥＩ１魁は実現されるのかどうか，と

いったことが問われることになる。「政策」案や決定された「政策」は，問題解決

や]UI1lu1実現のビジョンやシナリオを示すものであり，そのビジョンやシナリオが適

切なものでなければ，自治体が公YHを使って莱定することの意味はない。これが

｢政策」の「内容」の適切性のＩＭＩ題であり，これを研究するのが「内容」の研究で

ある。一方，ビジョンやシナリオそのものは適切であったとしても，それが現実に

実行され，あるいは実行のための準ｌｌＩｌｉ段階（関係者の研修用あるいは代替案検討の

ためのストックとして）において役に立つのでなければ，これまた自治体が公費を

使うことの意味はない。これを研究するのが「プロセス」の研究である。

４－２「内容」の研究における諸課題

地方自治体において「政策ブーム」とよべるような状況が出現してきた背殻につ

いてはすでにのべた通りであるが，このブームをもう少し区分してみると，バブル

ル|戦前とその後とでは若干の迎いがあることがわかる。公害問題時代の革新自治体

等による独自の「政策｣，石illl危機後の地域おこし「政策｣，「ふるさと創生一億円
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事業」で全国に広がったTI7llll村の「政策」といったパプルノｊｉｌ壊前の「政策」の場合

には，「政策形成ブーム」ともいうべき現象が見られ，’'１Ｍ発見から政策課題の設

定，政策立案，政策決定までのjM126)がとくに１１１祝されている。言い換えれば，そ

の「政策」がどのような成果をもたらしたかや，そのためのコストは割安だったか

などについては，あまり函祝されていなかった。たとえば，革新自治体の独lL1政策

は，後に放漫財政の原|人|だと批)'1'１されるようになり，地域おこしやふるさと(illLl二事

業の場合は，日本一を競ったりユニークさを求めて奇をてらったり，どう見ても費

川対効果のiiiで適切でないものが多く出現し，マスコミから面白おかし〈紹介され

ることがしばしばであった。

これに対してパプルル|壊後は，新潟県巻H11の原発をめぐる住民投票（1996年)，

沖細県の米軍基地をめぐる住民投票（1996{|H)，岐』;』県御嵩町の産業廃棄物処1111

場をめぐる住民投票（1997年)，ｉｌｌ１細県名謎Tljの米軍へリポートをめぐる住民投

票（1997年)，あるいはその後の徳島県徳ﾙﾎTljの吉野111の公共事業をめぐる住民

投票といった有名な例に見られるように，地域化民が「政策」に対して直接的に意

見表示をする事例が多くなっている27)。また，「全国市民オンブズマン連絡会議」

が|皇1治体の役人による【'１央省庁の役人に対する税金を使った「官々接待」について

Ii1j報公|刑を求め，公費のムダ使いとしてその返還迦動を展開して有名になった28)の

もバブルljl壊後である（1995年)。住民投票とTlj民オンプズマンのiiliml1は，いず

れも住民（国民）の行政や「政簸」に対するlMi視の'二1が一段と厳しくなってきたこ

とを示すものであり，これはバブル崩壊後の大きな特徴である。

このような住民（IEI民）の監視の1=1は，国や地方自治体の「政策」そのものにム

ダがないかどうかについての多くの関係者たちの関心を高める効果があったものと

思われる。その後，国や[1治体における「政莱評Iilli」の動きは一段と活発になって

きた。三飯県の「さわやか迦動」（1995年)，静岡県の「業務棚卸表」（1997年)，

北海道の「時のアセスメント」（1997年）といった例がそれであり，その後全国

各地において，事務事業の兇iiL[しという形で「政策評llli」が試みられている")。こ

の大きな流れは，バブルIjl壊前の「政策形成ブーム」と対比して「政策評価ブーム」

と言ってよかろう。

地方に1治体の「政簸形成ブーム」は，それまでlrlのｊ１ｌ１Ｌｉ状態に近かった「政策」

の企ilhi・立案に自治体がiiIt極的に参加し，「政策」の'41立性，自律性を高める努力

であったのに対し，「政筑評llliブーム」は，地域の主i権者であり納税者である住民

との|斑1係において，本当の「政莱」の意味をｌＩＩｌい直す努力であると言うことができ
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地〃I:ＩｉｆｉＩｲsの「政簸ブーム」と今後の「政策研究」の課題

る。自治体の「政策」の内容を研究するに際し，「政策形成ブーム」および「政筑

評Iilliブーム」の持つ意味は決して小さくない。というのは，前者は，自治体の「政

策」に，地域社会独特の環境条件への適合性を強く求めたものであり，後者は，成

果（住民満足）を重視した「手段」の股適性を強く求めたものだからである。

地方自治体の「政策」は，まず第一に，地域社会の独特の環境条件にきちんと適

合するような形で「'１１１題発見」「課題設定」が行われ，適切な将来像を示すもので

ある必要がある。したがってその研究は，環境条件の|ﾘ1確化その評価と特徴づけ，

それとの関係における問題の|ﾘ11M1化およびその分析といったことを重視するもので

なければならない。また，「政莱手段」については，他の自治体の事例を集穂して

活川することも考えられる。さらに，環境条件については，地域の条件に大きく影

響する日本全体あるいは国際的な環境条件を視野に入れることも必要になってくる。

それは，日本的あるいは国際的な環境条件であると同'1ｹﾞに肝極めて地域的な環境条

件でもあるからである30)。いずれにしても，自治体自らによる調査分析が必要にな

るということである。

第二に必要になるのは，「政策」の「実現性｣，「政策効果｣，その「効率性」とい

ったものである。最小の経費で岐大の効果といわれる「政策」本来のあり方をよく

研究し，それに適合するような内容の政策を生みl[}すことが必要である。要するに

住民敢視の「政策評価」に適合するような内容の「政策」を研究することが重要に

なるということである。

そこで第三に，最終的に地域の公共的'１１題を解決し，理想を実現するということ

になると，単に個別の単位政策の実現や効率性だけでは足りず，「政策体系」がき

ちんと問題解決型あるいは理想実現型になっていなければならない。すなわち，羊

頭狗肉の「政策」や必要条件しか満たさない「政策」では不十分であり，十分に

｢目的」が達成される体系的な「政策」である必要がある。

そこで第四に，「政策」によって達成すべき「|]標水準」をどのように設定する

かという問題がある。｜Ｍ１題を完難に解決する1111論的な「目標水準」があり得る反i1ii，

実現を亜祝すれば，現実に予算化され，｜=l治体111111口の能力によって執行されるもの

であることを考えざるをえず，これらを考iii(した廿艮や議会の「政策決定」をクリ

アし，住民の間にはとくに不iiMjがＬＩｉじない程度の「[l標水準」で足りるという考え

もあり得る。「政策科学」が目ざすものは般適な「|=1標水準」であり，自治体の

｢政策研究」も，関係者が満足するili1度の「|=|標水iVl」をいかに最適水準に近づけ

るかという視点で行われる必要がある。

5５



４－３「プロセス」の研究における諸課題

筆者は，「政策」の「プロセス」を，(1)|Ｈ１題発見，(2)課題設定，(3)|Ｍ１題分析，

(4)政策立案，(5)政策決定，(6)政筑執行，(7)政策評llliの７段階に区分している３１)。

そのI1lII1はここでは述べないが，これを前提として以下を進めたい。

地方自治体における「政策」の「プロセス」の研究でまず第一に蔽要になるのは，

地方分|鞭改革の流れのところで見てきたように，いかにしてその「['立性」「'二'律

性」を確立するかということである。「プロセス」をlL1ら，あるいは集団で研究す

る職員が必要であるし，その成果を，あるいは一般的な「プロセス」論を研修によ

って習得する職員の眉が厚くなることも必要である。また，これは職員にリルたこ

とではなく，「政策決定」に参画する議員についても言えることである。「プロセス」

をよく研究し，自立的，自律的に「政策」を形成し，決定できる議員が必要である。

第二に必要になるのは，「Ｉ１Ｕ翅発見」「課題設定」「'''１題分析」の過根における関

係者の参画と必要な情報の1illi保・躯１１１である。「政策」'''１題は多様性に満ちており，

１１:のI|]の諸現象がすべて関係してくる。問趣に関するhIi報は〆住民の苦悩陳１W等

の形で入ってきたり，マスコミによる批判であったり，来訪者の感ju1であったり，

職員の読書からのヒントであったり，実に多搬である。また，調査し，将来を子illll

してみないとわからない場合もある。自治体の「政策」の「プロセス」は，関係者

の参画と情報から始まることを菰視する必要がある。

第三に必要になるのは，「政莱決定」の「プロセス」に関する研究である。最近，

議会の決定が住民投票によって否定される例が[I}てきて'１１題となっている32)。また

選挙では，政党相乗りの候補が１１|(所属の候Niに敗れる例が１１｣てきて33)，住民の意向

と議会の決定とのＩＭＩにズレが生じていることが|ﾘＩらかになっている。このような現

実の中でより適切な「政策決定」を行おうとすれば，まず問題認識の段階から住民

との'111で情報の共有化を図ることが孟要となり，決定過程への住民参川1を進めるこ

とが必要になる。住民と議会，行政との間のlHl係を「政莱決定」の「プロセス」と

いう視点から見直していくことが求められている。

第四に必要になるのは，「政策」の執行過瀧における「政策」的発想である。「政

簸」の執行は，細部における「政莱決定」であり，それは「政策体系」と連動して

いる。しかし，これまで長い'''１「政策体系」から分離された現場の執行に慣れてき

た自治体職員は，自分たちの仕ｴｌｉを体系的に考え，その企画・立案にまで遡って思

いをめぐらすというＷＩｆｌを持たなかった。今後，政策|Ｉ的の実現を麺視することに

なれば，執行における「政策」的発想はとくに亟要になる。
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地方[1治体の「政筑ブーム」と今後の「政策研究」の課題

第五に必要になるのは，多くの自治体において現に研究が進められている「政策

評Iili」である。住民満足を評価の最終指標とし，もしそれが|ﾘl確にならなければ，

それを推定できる代替指標を用いて評ｌｌ１ｉするのが「成果主義」の「政策評価」であ

る。最近ベンチマーク抑)の研究が進められているが，このような目標値を定めて，

後にその達成度を評価するというのもその一例である。

「成果主義」においては目標達成度を重視するが，その過Ｐ程における経済性や効

率性も重要である。目標達成を前提としてその費用対効果を分析することも「政策

評価」の大きな要素であり，地方自治体が今後どこまでそれを追求するかが大きな

課題となっている。いずれにしても「政策評価」は，これからの自治体の「政策研

究」においては中心課題のひとつである。

5．おわりに

地方自治体においては「政策ブーム」と言ってよい状況がllj現しており，本稿で

は，これをどのように評lilIiするか，また自治行政における「政策」をどのように位

置づけるか，これらのことについて歴史的に考察し，まとめとして今後の自治体の

｢政策研究」にどのようなことが求められるかを|ﾘ}らかにするよう努めてきた。そ

の結果をここにまとめてみると，おおよそ次のような結論になる。

まず第一に，行政には「(lill度」「組織」「運営」および「政策」の四つの側面があ

り，地方自治体の場合も雑木的には同じであるが，しかし自治体のそれは「制度」

面で国の制約を強く受けており，それとの関係で「組織」「迎営」の管理面でも｛lill

約を受け，「政策」については直接的に，あるいは他の制約からの影響によりかな

りの制約を受けてきた。

第二に，戦後自治体は，「制度」に亟点を置いた自治行政の執行から始まり，そ

の後徐々にその比重を他に移し，石１１１１危機後は「管理」に電点を置いた「自治体経

営」を行うようになり，バブル経済の頃には「政策」に重点を移すようになってき

た。バブル経済の頃から地方分権改革の動きが活発化し，その進展に伴って自治体

の「政策」あるいは「政策研究」の|］立性，ＭｉＩｌＩｉは「制度」的にも保障されるよ

うになってきた。こうした一連の流れの中で自治体の「政策研究」は発展し，それ

にバブル崩域後の「政策評価」重視の新たな動きも加わり，「政策ブーム」ともよ

ぶべき新しい時代を迎えることになった。

第三に，地方自治体の「政策研究」における今後の課題については，「政策」の

｢内容」の研究と「プロセス」の研究とに区分して考えることができ，前者につい
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ては，（１）「政策」の前提となる環境条件に関する調査研究を重視し，それへの

｢政策」の適合性をよく考察すること，(2)住民茄視の「政策評Ⅲi」に適合するよ

うな内容の「政策」の研究に敢点を置くこと，（３）「政策体系」と「目的の実現」

を重視すること，(4)できるだけ股適水準の「[Ｉ的」を設定し，その実現について

研究すること，といったことが今後の課題である。後者の「プロセス」の研究につ

いては，（１）「プロセス」の「[l立性」「目↑側:」を碓立するように努力すること，

(2)「政策形成」の初期段|ﾙﾔにおける関係者の参画と必要な情報の確保・整I1l1を重

視すること，(3)住民と議会，行政との間の関係を「政策決定」の「プロセス」と

いう視点から見直していくこと，(4)執行過ｉｌＩ１を「政策体系」の中にきちんと位置

づけし，「政策」的発想を執行に持ち込むこと，（５）「成果主義」の「政策評Iilli」

を行い，目標の達成度や経済性，効率性を正視すること，といったことが今後の課

題である。

'１２

ｌ）抜く|ﾘ１１語としては地方公｣LlJ1体という言葉が使われているが，恵法で言う「地方自治

の本旨」（住民|÷}治と団体ＩＬｌ治）をＩｕう団体という怠味で「地力|÷1治体」と表現した。

以下同じである。

２）地方|色|治体が作成する「１０｢修Iil･画」のほとんどに「政策研修」の科'二|が設定されてお

り，地力'２１治体職員を読者として想定した政筑|Ｈ１係の図謹が多く111版され，また，岐近

塒11Ⅱしている大学の政簸系判'1の多くが地力[I治休靴員（またはその子(ili群）をターゲ

ットにしている。

３）戦後政府各省庁から多くの「調査研究報ｆｌ諦!｝」が''１されている。

４）森啓（1992）「[1治休の政;剛}究」公人の女|(I:の「政策研究という111語について＿ま

えがきに代えて－」を参１１<１．

５）｜:|治大学校編（1988）「'二lif1lll語辞典」（三ii]版）ぎようせいＩ)p､566-567

６）［|治省編（1999）「地力'二|治の動lf1」第一"ＪＬＭｌ)I).57-58

７）正式名称は「地方分権の|化進を図るためのＩＨＩ係法111の整備等に|H1する法iilUであり，

この法律の制定により４７５本の|H1係法律が1,7111$に改j［された。文書にしたその分1itは

一般に広辞苑３１１'１分と言われている。

８）阿部孝夫（1999）「尖践的行政筒理論」成文堂Ｉ)I〕､57-74

９）｝二1本国惑法は，その第８激として「地方自沿」を定め，第９２条で「地力公共ﾄ｣|体の

組織及び迎営に関する２liJIlは，地力'二|治の本旨にＪｌｌｊづいて，法律でこれを定める｡」と

１Ｍ定している。

１０）西尾勝編（1993)「[Ｉ治のｌｊｉｉ点と制度」（211U妃の地方自治戦略1巻）ぎようせい
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地方|]if;体の「政簸ブーム」と今後の「政策研究」の課題

ｐｐ､3-17は，地方[｜治の瀬型に「分権型」と「災権型｣，「分離型」と「融合型」があ

るとし（いずれも国と|こ}治1,|Kとの関係)，英米のケースが「分権・分離ｌｌ１｣，ヨーロッパ

大陸および[１本のケースが「架椛・融合型」だとしている。「集権・融合型」の国と地

方の|｝L1係については，国の強い統附'１のもとに地力'二|治体が9州的な(|:事を幅広く分}uす

るという特徴がある。

11）村Ｗ皮火（1988）「地力|芒|治」（現代政治学ｶｾﾞ書１５）東京大学|||版会ｐｐ,69-76は，

行政面では['１央統IliIlの強い「飛直的行政統Ilillモデル」が当てはまるとしても，政治iiiiで

は['１央と地方とは「水平的政治競争モデル」あるいは「ｌｉｌ１Ⅱ共存モデル」の|H1係にある

としている。

12）現在の「地力|芒1治体」の1j;〔形であるが，懲法に言う「地方自治の本旨」があまり災８Ａ

されていなかったため，「|］治」の語を川いないで，Ll1に「地方団体」と言う。

13）前掲１０）西尾勝編（1993）が言う「集権・融合型」のIMi造がこれである。

14）１９４７年に地方'二I治法，４８１１：に地力'１ｲ政法，５０ｲ1；に地方税法，地力公務員法が制定

された。

15）阿部孝夫（1998）「政莱形成と地域経営」学陽書房ｐｐ､215-224

16）［１Ｊ新111町は「歴史と音楽でL1iilli学習」の方針のもとに，その活動拠点としてｌ９７７ｌＩ：

から７９年にかけて検討し，９億''１をかけて「[|本一の音轡」と言われる音楽ホールつ

きの文化会伽を後ｲI:に完成させ，「バッハ;I;－ル」と名づけて有名になった（人口約１

万５二｢･人)。そのほか，１１１梨県においては，企業局の余剰資金をもってミレーの絵を’

億''１でllll;入し美術ｉ１ｌｌに展示して有名になった。同様の例は多数ある。

17）国際親善都Tlj述朏{の「'三１本のlE1際姉妹ｉＩｌＴＩＪ一覧」によると，TIjllll付のｸlli妹lillTIj提)〃件

数（梁計）は，１９７３年に２０８１/|:となり，以後７５年に２４４件，８ＯＩＩ：に３５１件，８５年

に５１６件，９０年に７４３件と急激にlW1Ⅱ1している。

18）阿部孝夫（1983）「地域環境管HI1計画策定の理論と手法」ぎようせいｐｐ・’-10

19）阿部孝夫（1993）「IEI際化における行政の対応」北陸法学（北陸大学紀要）第１巻第

１．２合併号ｐｐｌ－２６

２０）第三次行革瀞はｌ９９０ｆＩｉｌＯＩ)に発足し，９１イＩｉ７)]に第一次答【'１，同１２)]に第二次

湾１１１，９２年６)}に第三次答''１，９３年１０)]に岐終答''１を|[|しており，国際化対応・国

民Lli活敵視の行政改革を腿１１(三池「UJIljll綾「Ⅱ」と「地方分権」のEl1論的ﾉﾊﾞ礎を提示した。

その過曝で宮沢内|Ｈ１は「４１：活入国パか(|(;|･画」をJil;水政簸とし，続く非'二|凪述立の細)|｜

内閣は「呪｛|j'１緩和と地力分椛」をﾉﾊﾞ本政簸とした。

21）１９８８年度の|玉1の税収が予想以｣:にlWlⅡ1し，地力交付税の額が|芒l動的に約3,300億}l］

蝋えたため，約3,300あったTIjllIJ付に均等に’億Illずつ配分することによってTlj町村の

（i'１意工夫による地域振興を図ろうとしたものである。当時は竹下内閣，梶''１[1治大liiで

あった。
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22）都道府県や市1111村を代表する者たちを['１心に，その迎合体である「全国知事会」「全

｜酬l道府県議会議長会」「全lI1Tlj長会」「全lIilTlj議会識艮会」「分|玉1111J付会」「全lE1llll付議

会議長会」のいわゆる地力六'１１体は常に地力分椛を強く主張してきており，さらに総Im1

の諮問機関である地方(|jⅢ度調7ｔ会は何次にもわたって地方分権を､聞えてきた。［l治宵も

他省庁との関係において地力分椛を主張してきた。

23）地力分権ｌｌＩｉ進一括法による地方分権改革の大きなIliは，(1)|IEIがこれまで知ＬｌｉやTljl{1「

村長等を[|らの下部機関と扱ってきた「機Ⅲl委佃i研」ＩｊＩ度の廃'|:，(2)匠|のlHl与等の

兇iiLIし（許可，承認，｝同示，同愈等の廃１ｔや縮小)，(3)権限委溌のｌＩＩｉ進，(4)必世Ijl｛ljリ

の見直し（機|H1の必置，職風の必世，機関や職flの名称規制，職員の資格規附'１等の廃ｌＬ

や縮小）などとなっている。

24）「機関委任二|『勝」制度が廃Iこされ，法律によって国から委託される「法定受託事務」

とli1治体独|芒1の権限と貢([による「自治事務」とに区分されるようになった。その際，

従来の「機|H1委旧;務」は！(1)廃1k，（２）「|:|治!'(勝」への転換，（３）「法定受託Zli勝」

への転換といった区分が行われた。

25）前掲１５）阿部孝夫（1998）Ｉ)I).25-26

26）前掲１５）阿部孝夫（1998）は，政策過程を「11111ｍ発見」「課題設定」「llU題分析」

「政策立案」「政策決定」「政簸執行」「政策評IiIIi」の７段階に区分しており，「'''１題発見」

から「政策決定」までを「政莱形成」としている。ｐｐ､43-47

27）今）'一編箸（1997）「(j;氏投票」［|経大阪l)ＲＩ)l).210-219

28）１１１局義介（1996）「地力分椛２１j始め」岩波Wii1}ｐｌ).179-181

29）脇|H晴雄（1999）「行政評Illli」東洋経済新flll〈|：Ｉ)I).5-8

30）地域的で国際的な環境条('|:の(ﾀﾞ'１としては「地球環境''１１題」などがある。

３１）ｉｉ柵15）阿部孝夫（1998）Ｉ)p､164-166

32）徳島県徳島TITにおいて，吉Ｍｌｌの可動堰建設をめぐって(i;氏投票を求める直接諦求が

１１１されたが，議会はこれを否決した。しかし次のjUbl単で住民投票賛成派が勝利し，住民

投票条例が成立し，（}1m投票が行われた結果，処設反対が多数をI1iめた（1999年)。

33）長野県知璽'１選で，多党'１１乗りの元副知事がllI(所1M[(111(党派の作家ｌＩＩＩｌ１康夫氏に敗れ，栃

木県知事選で，同じく多党''１乗りの現職知り;がＮｉ(所属無党派の元今Tlj市長補11111({夫氏に

敗れた（2000年)。

34）前掲２９）ノ;ＭｌｌｌｌＩＩｉ雄（1999）ｌ)p､217-219
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